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研究報告環境セミナー報告

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

液晶を用いた光波制御デバイスの開発

　液晶はディスプレイや表示機器等に幅広く用いられて
いますが、液晶の複屈折性を用いた光波制御機能はさ
まざまな応用が期待されています。特に利用される光の
波長は、紫外域から近赤外域まで広範囲で動作すること
で、分析・計測・通信等幅広い分野での活用が考えられま
す。本研究開発においては、液晶を用いた光の位相シフ
トの補償・波面制御への応用を目的とした光波制御デバ
イスの開発を行いましたので紹介いたします。

はじめに

　液晶を用いた光波制御技術は、まだまだ多くの可能
性を秘めており、機能を最大限活用し、さまざまなアプ
リケーションへの適用を図っていきたいと考えており
ます。

今後の展開

空間光位相変調器の開発

図2　試作した液晶セルとリタデーション評価

図1　試作した液晶セルの構造

図3　製品化した空間光位相変調器

　超短パルスレーザーは、フェムト秒（1０００兆分の１秒）
オーダーの極めて短い時間のみ発光する光源ですが、
光源が有するスペクトル（波長）成分は広帯域に広がって
います。各スペクトル毎の位相が揃った状態で最も短い
パルスを発生することができるのですが、発生した後や
ミラーやさまざまな光学素子を介することでスペクトル
の位相が次第に乱れて、元のパルスが広がってしまう
チャーピングという現象が起きます。超短パルスレー
ザーは、高いピークパワーを得るためにはパルス幅を短
い状態に保つ必要がありますので、チャーピングしたス
ペクトルの位相をそれぞれ補償しなければなりません。
液晶はその複屈折性により光の位相をコントロールする
ことが可能で、液晶セルを並列に配置することで、超短
パルスレーザーに含まれるスペクトル毎の位相をそれぞ
れ補償することができます。図１に今回試作した1ピクセ
ルの液晶セルの構造、図2に液晶セルの写真及び波長毎
の位相シフト量の電圧印加特性（リタデーション評価）を
示します。楕円形状の液晶分子は、長軸方向と短軸方向
で屈折率差があり、電圧を可変することで、透過する光
の位相をコントロールすることが可能です。光の波の性
質上、位相を360度（2πラジアン）可変することができれ
ば、どの位相状態も実現することができます。また広帯
域の波長範囲で透過性能を有する液晶を用いることで、
紫外・可視域から近赤外域（250nm～1050nm）まで動
作することが確認できました。一般的な空間光位相変調
器は、動作波長の範囲が限定されていますが、本研究開
発で試作しました液晶セルは、超短パルスレーザーのよ

うに広い波長範囲を有したコヒーレント光源の位相を補
償する用途には非常にマッチしております。

　本研究開発は、京都光技術研究会会長の山下幹雄先
生のシーズがベースとなっており、この度、京都光技術
研究会に参画している（株）大日本科研、（株）システム
ロード、（株）大興製作所、（株）東洋レーベル、高濱研究
所の5社の企業連携により紫外から近赤外の広帯域波
長で動作する空間光位相変調器の製品化を実現しまし
た。（図3）

応用技術課　安達 雅浩

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学・環境担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

　企業の社会的責任（CSR）の中でも「環境問題への対応」は中心的事項として認知されております。とりわけ、事業者には企
業活動に伴って生じる廃棄物に起因する問題を認識し、廃棄物の適正処理や３Ｒの推進を通じた循環型社会構築に向けた行動
が求められています。
　そこで、廃棄物の適正処理と３Ｒの取組事例について、京都府産業支援センターにおいて、環境セミナー「排出事業者の廃棄
物処理のポイント」を開催しましたので、その概要を紹介します。

排出事業者の廃棄物処理のポイント

【講師】  廣田 純一 氏  一般社団法人京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター

廃棄物の適正処理について
　廃棄物の排出事業者には処理を行う責任があり、
廃棄物の委託業者が不法投棄を行った場合であって
も、排出事業者に責任が及ぶ場合があります。排出事
業者としての責任は、委託業者に廃棄物を渡せば無く
なるものではなく、最終処分が終わるまではついて回
るものであることを認識しなければなりません。
　特に法で定められた委託契約の交わし方やマニ
フェストの運用等に誤りがあると、排出事業者に責任
が及び、費用の負担や社会的信頼の失墜などの大き
なリスクが生じる危険性があります。そのため、排出
事業者は処理業者選定の目を養う、近隣の標準的な
処理料金を把握しておく等のリスクマネジメントを行
う必要があります。
　最近では、排出する廃棄物に関する情報提供が不
十分であったため、排出事業者が行政指導と3億円近
い損害賠償請求を受け、経済的な損失とともに社会
的な企業の信頼を失ってしまった事例がありました。
　廃棄物の処理における事故や災害を避けるために
は、委託する廃棄物の性状を処理業者に伝えることが
重要で、WDS等のツールを用いて、排出事業者と処
理業者の両者で双方向コミュニケーションを行うこと
が求められます。
　廃棄物処理に関係する法律は改正が多く、改正内
容を把握するためにアンテナをはっておく必要があり
ます。来年度の大きな改正としては水銀の廃棄物対
策として、「廃水銀等」が新たに特別管理産業廃棄物と
して定められたことと、カドミウムの特別管理産業廃
棄物の判定基準が変更されたこと（廃酸・廃アルカリ：
1.0mg/L→0.3mg/L、燃え殻等：0.3mg/L→
0.009mg/L）が挙げられます。

３Ｒの取り組み事例について
　一般的なゼロエミッションの進め方は1.廃棄物の種
類・量の把握 2.社員教育 3.分別保管場所の整理 4.
再資源化処理の委託となります
　廃棄物の種類・量の把握は減量・リサイクルを進め
る第一歩ですが、計量や集計の作業は手間がかかり
ますので、廃棄物計量管理ソフトを導入している企業
もあります。
　リサイクルを行う際には原材料としての品質が求め
られるため、分別の精度が求められます。そのために
は全社員が分別ルールを理解できるように社員教育
が重要となります。社内で発生する廃棄物についての
手引きを作成し、廃棄物の99%以上の再利用、5年間
で排出量の21%減、処理費用の36%減を達成した企
業もあります。
　分別保管場所の整理も分別精度を左右するポイン
トで、大きくわかり易い掲示や色による区別をするな
どの一目ですぐわかる仕掛けが有効です。
　廃棄物の分別をすると処理費用が安くなるだけで
なく、有価物として売却する場合には買取価格が高く
なります。混合廃棄物を分別した場合、処理単価が20
円/kg以上安くなるという例も見られます。


